
   平成 28年 3月 1日現在 

CHABOHIBA HALL利用規約 

 

〔総則〕 

第１条 本規約は、CHABOHIBA HALL〔東京都立川市幸町 4-7-1〕（以下「HALL」という。）の利用におけ

る、利用者の遵守事項を定めるものである。 

 

〔利用時間及び利用区分〕 

第２条 HALLの利用時間は、午前 10時から午後 9時までとする。 

（午後 9時完全退出。退出時間の遅れが目立つ場合は、超過料金をいただく場合があります。） 

２．1日の利用区分は、午前の部は午前 10時から午後 1時まで、午後の部は午後 1 時 30 分から午後 5 時まで、

夜間の部は午後 5時半から午後 9時までとし、午前及び午後、夜間の利用区分を継続利用することができる。 

 

〔利用料金〕 

第３条 HALL の利用者は、HALL のスペースを利用するにあたり利用料金を支払わなければならない。また、

利用許可を取消す場合はキャンセル料を支払うこととする。 

 

〔利用許可の取消し〕 

第４条 施設の利用が不適当と思われる場合は利用の許可を取消すことがある。 

２．自然災害、人的災害、事故などによって使用困難となった場合、HALL側の判断により利用日の移動、利用

許可の取消すことがある。  

 

〔禁止事項〕 

第５条 HALLの利用者は、消防法に定める危険物ならびに火気等を施設内に持ち込むことができない。 

２．HALL の利用者は、湯茶等の用に供する場合を除き、施設内での煮炊きはできない。また、施設内は原則、

禁酒禁煙とするが、喫煙は所定の場所を指定して許可する。 

３．HALLの利用者は、施設内で利用スペース・設備・備品への通常の使用による損耗を超える損傷を与えては

ならない。 

（床、壁、扉への釘打ち等は禁止する。床は養生テープを使用し、ガムテープは使用しないこと。また、機材

等の搬出入の際は、床や壁面などを傷つけないよう注意すること。） 

４．HALLの利用者は、施設内で許可の無い興行行為や営利を目的とする物品販売等の金銭の授受を行うことが

できない。 

５．HALLの利用者は、施設内の共用部分で展示行為・物品の設置及び陳列ならびに放置を行うことができない。 

６．HALLの利用は、その権利を他人、他団体に転貸または譲渡できない。 

７．HALLの利用者は、政治活動及び宗教活動、その他公序良俗に反する行為をしてはならない。 

 

〔車両の駐車〕 

第６条 施設内の駐車場等に車両を駐車する場合、駐車場等における車両が関係する事故及び車両の盗難その他

については、利用者がその賠償責任を負い、HALLはその責めを負わない。 

２．近隣の迷惑となるような自動車等の使用はこれを禁ずる。特に夜間の騒音は、近隣の住宅等に十分配慮する

こと。 

 

〔近隣や他利用者への配慮〕 

第７条 近隣に住宅地があることを考慮しくれぐれも音漏れ、特に夜間、外に音漏れがないよう気をつけること。 

 

〔HALLからの撤収〕 

第８条 HALLの利用者は、施設内に搬入した設備・機器等の搬出を利用許可期間内に行わなければならない。 

２．HALLの利用者は、利用期限満了に伴う撤収に先立ち、利用スペースの原状回復をしなければならない。但

し、通常の使用による利用スペース・設備・備品等の損耗についてはこの限りではない。 

３．HALLの利用者は、施設利用で発生した廃棄物（ごみ等）を持ち帰らなければならない。 

 

〔損害賠償等〕 

第９条 本規約等を遵守しない利用者に対して、HALLは利用期間の短縮ならびに賠償を求めることができる。 

２．連続利用の場合は、施設内に搬入した設備・機器等を期間中置くことができる。なお、これらの設備・機器

等の盗難、火災等による人的・物的損害は、利用者がその賠償責任を負い、HALLはその責めを負わない。 

 

附則  本規約は平成 28年 3月 1日から適用する。 


